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令和８年度「学校いじめ防止基本方針」 
飯塚市立 菰田小学校 

１「学校のいじめ防止基本方針」の目的 

本校の「学校いじめ防止基本方針」は、「いじめ防止対策推進法（平成 25 年 6 月 28日公布）」・

｢福岡県いじめ防止基本方針｣(平成 30 年 2 月改訂)を受けて、その理念を実現し、全校の児童が

「いじめのない明るく楽しい学校生活を送る」ことができるように、職員、児童、保護者、地域が

一体となって学校におけるいじめ防止等（未然防止・早期発見・早期対応）の取組を組織的かつ計

画的に取り組むための指針として策定した。 

２「学校いじめ防止基本方針」の内容 

（１）本校のいじめ問題に対する考え方 

□いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条） 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一

定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネット

を通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じ

ているものをいう。  

□ いじめは卑怯な行為であり、決して許されない行為であることについて、児童や保護者への周知

を図る取組に努め、いじめを受けている児童を守りぬく。 

□ いじめはどの子でも、どの学校でも起こりうることととらえ、いじめ問題に対して万全の体制で

臨み、いじめの一掃を目指す。 

（２） 組織（校内いじめ対策委員会）の設置 

ア 構成員 

組織の名称 校内いじめ対策委員会 

組 

織 

の 

構 

成 

員 

教 職 員 

職 名 等 分 掌 等 校内での役職名 

校  長 － － 

教  頭 － － 

主幹教諭 生徒指導部 生徒指導担当者 

養護教諭 健康教育部  

教諭・講師  いじめ事案の該当担任 

外部専門家等 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ － － 

学 校 医 － － 

ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ・児相 － － 

スクールサポーター － － 

 

 

 

 



  

イ 役割 

□役割（年間計画の作成、相談・通報の窓口、情報の収集・記録、いじめの判断、対応策の決定、 

ＰＤＣＡサイクルでの検証等） 

□定期的な開催（月１回以上） 

（３）関係機関との連携 

□教育委員会               □菰田まちづくり協議会青少年健全育成会 

□警察への相談・通報           □菰田小校区人権・同和教育推進委員会  

□駅前交番連絡協議会           □飯塚市こども家庭課 

□学校警察連絡協議会           □飯塚市生活支援課 

□児童相談所 

（４）教員研修 

□「学校いじめ防止基本方針」の共通理解を図る研修会 

□性同一性障害や性的指向・性自認について、教職員への正しい理解の促進や、学校として必要な対

応について周知する（職員研修・職員会議等）（Ｒ５．７追加） 

□「いじめの早期発見・早期対応の手引き」を活用した研修会の実施（年度当初） 

□専門家を招聘した研修会（夏期休業期間等）の実施 

 

（５） いじめの防止、いじめの早期発見・年間計画・いじめの対処への取組【対応の流れ・重大事案の際

の危機管理マニュアル】 

ア いじめの防止の取組 

□生徒指導の視点に立つ授業づくり 

□社会性の育成に向けた取組（ピア・サポート等） 

□児童会活動、体験活動、学級活動、校長による講話 

 

イ いじめの早期発見の取組 

□「いじめ・人間関係トラブルの早期発見チェックポイント」や「ダイジェスト版」等を活用した早

期発見の取組の実施 

□「学校生活アンケート（いじめに特化した無記名アンケート）」の月１回の実施 

（タブレットを使い、結果を蓄積する） 

□保護者用いじめアンケートの実施（年１回） 

□教育相談週間の設定（「学校生活アンケート」に基づく全児童生徒対象の個人面談：学期１回） 

□相談ポストの設置及び活用 

□「家庭用チェックリスト」や「家庭向けリーフレット」等を活用し家庭と連携した早期発見の取組

の実施 

□年間計画の作成 

 

 

 



  

・ 年間計画 

月 

早期発見・早期対応の取組 

（◇月１回）（◆学期１回程度） 

（●常設） 

学校の組織的指導体制の整備 

（＊月１回以上） 

いじめに対応する教育活動

の推進     （●年間） 

評価・分析

の取組 

４月 

・「いじめの定義」と「報告の在り方」

の児童への周知 

    

●相談ポスト 

＊いじめ対策委員会 

・「いじめの定義」と「報告の在り

方」の職員研修 

 

●いじめを生まない教育活

動の推進 

・入学式で「学校いじめ防

止基本方針」説明（教頭） 

・ホームページに「学校い

じめ防止基本方針」掲載 

 

 

 

５月 
◇学校生活（いじめに特化した無記名）

アンケート 

 

＊いじめ対策委員会 

・児童理解のための職員会議 

  

 

６月 

◇学校生活（いじめに特化した無記名）

アンケート 

◇児童の悩みや不安の解消に向けた「教

育相談週間（月間）」 

＊いじめ対策委員会 

生活多面調査の分析と評価 

・家庭・学校において、い

じめ撲滅への啓発・早期発

見のため「保護者用いじめ

チェックリスト」の配付 

 

 

 

７月 
◇学校生活（いじめに特化した無記名）

アンケート 

＊いじめ対策委員会 

 

 

 

・１学期の

取組を評

価・分析 

８月 
 ・SC等の専門家を招聘した研修会 

・特別支援教育の視点にたつ児童 

理解の研修会 

  

９月 
◇学校生活（いじめに特化した無記名）

アンケート 

 

＊いじめ対策委員会   

 

 

１０
月 

◇学校生活（いじめに特化した無記名）

アンケート 

保護者アンケートの実施 

※いじめ撲滅強化旬間 

＊いじめ対策委員会 ・いじめ撲滅への啓発・早

期発見のため「保護者用い

じめチェックリスト」の配

付、保護者用いじめアンケ

ートの実施 

 

 

 

１１
月 

◇学校生活（いじめに特化した無記名）

アンケート 

◇児童の悩みや不安の解消に向けた「教

育相談週間（月間）」 

＊いじめ対策委員会 ・SNS やネット上でのいじめ

についての児童・保護者対象

の研修会を計画・実施 

 

 

 

 

１２
月 

◇学校生活（いじめに特化した無記名）

アンケート 

 

＊いじめ対策委員会 ・「いじめ早期発見・早期対

応リーフレット（家庭向

け）」の配付 

・２学期の

取組を評

価・分析 

１月 
◇学校生活（いじめに特化した無記名）

アンケート 

＊いじめ対策委員会   

 

 

２月 

◇学校生活（いじめに特化した無記名）

アンケート 

◇児童の悩みや不安の解消に向けた「教

育相談週間（月間）」 

＊いじめ対策委員会 

 

・いじめ問題への保護者等

向け研修会等の開催 

 

 

３月 
◇学校生活（いじめに特化した無記名）

アンケート 

 

＊いじめ対策委員会  

 

・年間の取

組を評価・

分析 



  

 

 

○事実関係の把握       ○事実関係の報告      ○事実関係の把握 

 

 

 

  ○プロジェクト        ○指導方針の伝達      ○いじめの態様に応じた 

 

 

 

 

ウ いじめの対処への取組 

□本校における、いじめ防止に向けた基本姿勢は 

 ・いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。 

 ・児童と児童、児童と教師など、校内・学級におけるあたたかな人間関係づくりに努める。 

 ・いじめの早期発見、早期解決に努める。 

 ・保護者・地域、関係機関等とも連携し、早期解決及び事後指導にあたる。 

いじめ問題の対応 

 

いじめの発見 

 

 

 

 

 

 

 

   ○心のケア          ○事実関係の把握       

    ・安全の確保                       

・全面的な支援                      ○事実関係の把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      チームによる支援     ○協働意識の向上         指導・援助 

           当時者意識の高揚、共感的人間関係づくり、自己存在感を実感できる 

学級づくり 

 

  

 

 

   ○適応の促進        ○家庭の教育力の向上       ○規範意識の育成 

   ○対人関係能力の向上                     ○人間関係づくりの改善 

人権意識を高める道徳・特別活動の実践、いじめ問題を解決 

               できる学級集団育成の指導の充実 

 

 

児童からの報告 保護者からの報告 

本人の訴え 「サイン」の発見 

いじめられた児童 いじめた児童 保護者との連携 

周囲の児童 

 

一次対応（緊急に） 

 

 

協働体制の確立 

指導方針の共通理解 

いじめ対策委員会 

教育委員会への報告 関係諸機関との連携 

二次対応（短期に） 

いじめられた児童 

 

いじめた児童 

 

保護者との連携 

学級での指導 

三次対応（長期に） 

いじめられた児童 保護者との連携 いじめた児童 

学校での指導 

いじめの未然防止に向けた取組 

職員会議（共通理解） 



  

・重大事案の際の危機管理マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 重大事案の場合は、事件・事故発生後、速やかに市教育委員会に電話等で連絡する。紙面については、

「生徒指導上の諸問題に関する調査」（月例報告）の様式７で連絡する。 

 

（６） ネット上のいじめの対応 

□情報モラル教育の実施   児童・保護者対象の研修会の実施（学校開放日に計画） 

（７） 教育相談体制 

□スクールカウンセラーの要請・スクールソーシャルワーカー・児童相談所等との連携 

□子どもホットライン２４などの相談窓口の周知 

（８） 保護者・地域等への働きかけ 

□ＰＴＡ成人講座や学級懇談会等におけるいじめの問題に関する研修会等の実施 

□いじめに特化した家庭用リーフレットやチェックリストの活用 

□保護者用いじめアンケートの実施（年間 1 回以上） 

（９）取組状況の評価 

□各学期の取組を評価・分析 

（10）学校評価 

□アンケート等による学校評価 

 

指導・支援 

 状況報告 

対策本部設置 

《構成メンバー》 

校長、教頭、 

教委指導主事、 

関係教職員、 

スクールカウン 

セラー    等 

 
情報収集と分析 

緊急対応・対策 

児童への指導援助 

保護者への経過説明 

共同取材又は記者会見 

の設定 

対策チーム設置 

指導主事等派遣 

危機管理体制の 

確認と稼働 

状況把握と分析 

緊急対応・対策 

報道機関への対応 

事件発生 事件報告(第１報) 

受付 

本校 市町村教育委員会 

関
係
機
関
（
所
轄
警
察
署
等
） 

県
教
育
委
員
会
（
教
育
事
務
所
） 

報告 

（様式７） 

事故通報 

事故通報 

指示・伝達 

指導 

助言 

連携 

報告 

（様式７） 


